
1割 2割 3割

週3日まで 5,550円 555円 1,110円 1,665円

週4日以降 6,550円 655円 1,310円 1,965円

5,550円 555円 1,110円 1,665円

月の初日 7,440円 744円 1,488円 2,232円

月の2回目以降 3,000円 300円 600円 900円

乳幼児加算（6歳未満） 1日につき1回まで 1,500円 150円 300円 450円

複数名訪問看護加算※１

看護師/言語聴覚士と訪問 週1日まで1回につき 4,500円 450円 900円 1,350円

看護師または看護補助者と訪問※２ 週3日まで1回につき 3,000円 300円 600円 900円

1日に1回の場合 3,000円 300円 600円 900円

1日に2回の場合 6,000円 600円 1,200円 1,800円

1日に3回の場合 10,000円 1,000円 2,000円 3,000円

長時間訪問看護加算 週1日まで1回につき※4 5,200円 520円 1,040円 1,560円

夜間(午後6時から午後10時) 2,100円 210円 420円 630円

早朝(午前6時から午前8時) 2,100円 210円 420円 630円

深夜訪問看護加算 午後10時から翌午前6時 4,200円 420円 840円 1,260円

緊急時訪問看護加算 1日につき1回まで 2,650円 265円 530円 795円

1日に2回まで1日につき 4,500円 450円 900円 1,350円

1日に3回以上1日につき 8,000円 800円 1,600円 2,400円

※5の方 5,000円 500円 1,000円 1,500円

それ以外の方 2,500円 250円 500円 750円

24時間対応体制加算（月1回） あり ・ なし 6,400円 640円 1,280円 1,920円

退院時共同指導加算 1回（2回※6) 8,000円 800円 1,600円 2,400円

特別管理指導加算 1回※7 2,000円 200円 400円 600円

1回 6,000円 600円 1,200円 1,800円

1回※8 8,400円 840円 1,680円 2,520円

月1回 1,500円 150円 300円 450円

各年度1回 1,500円 150円 300円 450円

月1回 1,500円 150円 300円 450円

※9 25,000円 2,500円 5,000円 7,500円

※10 10,000円 1,000円 2,000円 3,000円

1回の訪問につき

30分毎

1日につき

1回につき

加算

退院支援指導加算

訪問看護情報提供療養費１(市町村)

訪問看護情報提供療養費2(学校)

訪問看護情報提供療養費3(医療機関)

訪問看護ターミナルケア療養費１

marimo訪問看護ステーション　料金表

看護師または看護補助者と訪問※３

夜間・早朝訪問看護加算

訪問看護

基本療養費（Ⅰ）

特別管理加算（月1回）

難病等複数回訪問加算

医療保険 料金
基本利用料（利用者負担金）

看護師・助産師（1日につき）

言語聴覚士（1日につき）

訪問看護管理療養費（1日につき）

訪問看護ターミナルケア療養費２

20,000円死後の処置

営業時間外費用

保険適応外料金

公共交通機関の場合実費。自動車を利用し

た場合は通常事業実施地域を超えた所から

片道1km100円

交通費

1,000円休日訪問費用

1,000円

乳房マッサージ 5,000円



※９　訪問看護ターミナルケア療養費１：在宅の利用者または特別養護老人ホーム等で死亡した利用者（看取り介護加算等を算定してい

ない）に対して、主治医の指示により死亡日および死亡前14日の計15日間に退院支援指導加算も含め2回以上指定訪問看護を実施した場

※10　訪問看護ターミナルケア療養費２：特別養護老人ホーム等で死亡した利用者のうち、施設等で看取り看護加算等を算定している場

合

※６　厚生労働大臣が定める疾病等の利用者(基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者）について複数日に実施した場合は2回。

※７　退院時共同指導加算を算定する利用者のうち、特別管理加算の対象の利用者について、退院時共同指導加算に上乗せする。

※８　長時間訪問看護加算の対象者で、90分を超えて療養上の必要な指導を行った場合

※１　複数名訪問看護加算：1人の看護師等による訪問看護が困難な場合に、次の①～⑤に規定する利用者に対して、同時に複数の看護

師等やその他職員による訪問看護を行う場合。①厚生労働大臣が定める疾病等の利用者(基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者)②特

別訪問看護指示書に係る指定法混看護を受けている利用者③暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる利用者④利用者の

身体的理由により一人の看護師による訪問看護が困難と認められる利用者（その他の職員のみ)⑤その他利用者の状況等から判断して、

①から⑤のいずれかに準ずると認められる利用者（その他の職員のみ）

※２　※１の③④⑤の場合

※３　※１の①②の場合

※４　長時間訪問看護加算：長時間の訪問を要する利用者（①特別訪問看護指示書に係る訪問看護を受けている者②特別管理加算を算定

する者③15歳未満の超重症児または準超重症児)に対して、１回の訪問看護の時間が90分を超えた場合、1人の利用者に対し週1回（②で

15歳未満の小児および③は週3回まで可能）

※５　在宅悪性腫瘍患者指導管理、もしくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある利用者。期間カニューレもしくは留置カ

テーテルを使用している状態にある利用者。


